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１【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】 

 平成17年12月20日付をもって提出いたしました第21期（自 平成16年10月１日 至 平成17年９月30日）有価証券報告書の記載

事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。 

  

２【訂正事項】 

第一部 企業情報 

第４ 提出会社の状況 

１ 株式等の状況 

(2）新株予約権等の状況 

  

３【訂正箇所】 

 訂正箇所は  を付して表示しております。 

  



第一部【企業情報】 

  

第４【提出会社の状況】 

  

１【株式等の状況】 

(2）【新株予約権等の状況】 

  （訂正前） 

① 商法第280条ノ20及び第280条ノ21に基づく、平成16年９月８日開催臨時株主総会の特別決議による新株予約権 

 （注）１．新株予約権の目的となる株式の数は、株式分割や株式併合を行う場合、適宜調整するものといたします。 

２．新株予約権の行使時の払込金額は、発行日以降、株式の分割または併合を行うときは、次の算式により調整するものと

いたします。ただし、調整の結果生じる１円未満の端数については、これを切り上げるものといたします。 

また、新株予約権発行日以降に、時価を下回る価格で新株を発行する場合（新株予約権の行使によるものは除く。）

は、次の算式により払込金額を調整するものといたします。ただし、調整の結果生じる１円未満の端数については、こ

れを切り上げるものといたします。 

３．平成17年９月13日開催の取締役会決議により、平成17年11月18日付けで１株を３株に分割しております。これにより、

新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株

式の発行価格及び資本組入額について、所要の調整を行っております。 

４．新株予約権の数は、付与対象者の放棄により11個減少しております。 

  （平成16年９月９日発行）

区分 
事業年度末現在

（平成17年９月30日） 
提出日の前月末現在 
（平成17年11月30日） 

新株予約権の数（個） 50 同左 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 1,000 3,000

新株予約権の行使時の払込金額（円） 30,000 10,000

新株予約権の行使期間 
自 平成18年９月９日
至 平成23年９月８日 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株
式の発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格 ：30,000
資本組入額：15,000 

発行価格 ：10,000 
資本組入額： 5,000 

新株予約権の行使の条件 
行使時、当社の役員または
従業員であることを要する 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 取締役会の承認を要する 同左 

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × 
１ 

分割・併合の比率

        
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たりの払込金額 

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × 
新株発行前の株価 

既発行株式数＋新規発行株式数 



  （訂正後） 

① 商法第280条ノ20及び第280条ノ21に基づく、平成16年９月８日開催臨時株主総会の特別決議による新株予約権 

 （注）１．新株予約権の目的となる株式の数は、株式分割や株式併合を行う場合、適宜調整するものといたします。 

２．新株予約権の行使時の払込金額は、発行日以降、株式の分割または併合を行うときは、次の算式により調整するものと

いたします。ただし、調整の結果生じる１円未満の端数については、これを切り上げるものといたします。 

また、新株予約権発行日以降に、時価を下回る価格で新株を発行する場合（新株予約権の行使によるものは除く。）

は、次の算式により払込金額を調整するものといたします。ただし、調整の結果生じる１円未満の端数については、こ

れを切り上げるものといたします。 

３．平成17年９月13日開催の取締役会決議により、平成17年11月18日付けで１株を３株に分割しております。これにより、

新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株

式の発行価格及び資本組入額について、所要の調整を行っております。 

４．新株予約権の数は、付与対象者の放棄により12個減少しております。 

  

  

  （平成16年９月９日発行）

区分 
事業年度末現在

（平成17年９月30日） 
提出日の前月末現在 
（平成17年11月30日） 

新株予約権の数（個） 50 49

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 1,000 2,940

新株予約権の行使時の払込金額（円） 30,000 10,000

新株予約権の行使期間 
自 平成18年９月９日
至 平成23年９月８日 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株
式の発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格 ：30,000
資本組入額：15,000 

発行価格 ：10,000 
資本組入額： 5,000 

新株予約権の行使の条件 
行使時、当社の役員または
従業員であることを要する 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 取締役会の承認を要する 同左 

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × 
１ 

分割・併合の比率

        
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たりの払込金額 

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × 
新株発行前の株価 

既発行株式数＋新規発行株式数 
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